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公務員の特定接種対象者の考え方


○ 住民接種に先んじて実施するものであることや特定接種を行う目的は民間も公務員も同じであるこ
とを踏まえれば、公務員の特定接種対象者についても、民間とのバランスを考慮して相当程度限定
的に絞り込むことが必要。


要件Ⅰ（目的） ：医療の提供並びに国民生活及び国民経済の安定を確保する（民間と同じ）
要件Ⅱ（緊急性）：緊急の必要があると認めるとき（民間と同じ）
要件Ⅲ（対象者）：新型インフルエンザ等対策の実施に携わる公務員
（注）公務員の特定接種基準は行動計画次項ではないが、基本的考え方を記載すること
を予定


公務員の特定接種の要件【法28条1項第1号後段・第２号】


○ 民間従事者についての選定方法を参考とし、①業務内容による絞り込み、②従事者の絞り込みに
より、特定接種対象者を絞り込んでいくこととする。


特定接種対象者


業務内容による絞り込み
（民間でいうとステップⅠ・Ⅱ）


従事者の絞り込み
（民間でいうとステップⅢ）


社会機能分科会（第５回）


参考資料１
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業務内容による絞り込み（案）


特定接種の対象となる新型インフルエンザ等対策業務は、以下のいずれかに該当するものと考えられ
るのではないか。
《基準１》 新型インフルエンザ等の発生により対応が必要となる業務


（＝新型インフルエンザ等の発生により生ずる又は増加する業務）


《基準２》 新型インフルエンザ等の発生に関わりなく、行政による継続的な実施が強く求められる国民
の緊急の生命保護と秩序の維持を目的とする業務や国家の危機管理に関する業務


《基準３》 民間の登録事業者と同様の業務


（※）新型インフルエンザ等対策【法2条2号】
政府対策本部の設置から廃止されるまでの間において、国民の生命及び健康を保護し、並びに国
民生活及び国民経済に及ぼす影響が 小となるようにするため、国、地方公共団体並びに指定公
共機関及び指定地方公共機関がこの法律及び感染症法その他の法律の規定により実施する措置
をいう。


○ 政府対策本部設置時は、「新型インフルエンザ等の発生により対応が必要となる業務（＝新型インフルエンザ等の発生
により生ずる又は業務量が増加する業務）」が重要であり、特定接種の対象となる業務の中心。


（参考）民間登録事業者積極基準案「Ⅲその他」
・ 緊急の生命保護に直接かかわる
・ 電気やガスと類似した国民生活及び国民経済全体に関わる基盤事業と評価できるもの
・ 発生時においてもその事業の安定的に継続する責務を負わせることが必要にしてやむを得ないもの
・ その事業を提供できる者が全国的に非常に限られているもの


○ 緊急の生命保護と秩序の維持を目的とする業務や国家の危機管理に関する業務は、全ての国民生活及び国民経済に
関わる基盤となるものであり、行政でなければ担うことが困難。
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従事者の絞り込み（代替性）（案）


（※）業務従事者の人数の低下が国民の安全に影響を及ぼす業務については、異なる観点から対象
者を考える必要があるのではないか。


○ 《基準１》～《基準３》に該当する業務に従事する者であっても、


「当該業務に従事するため必要な知見・技能が高度なものではなく、経験者なども相当数存在
するなどの事業により、従事者の代替性が高い場合」


には、緊急性が認められないと考えられる。


○ 代替性により従事者の絞り込みを行うためには、業務の内容も踏まえて具体的基準を設けること
が必要。
具体的基準の例としては、以下のようなものが考えられるのではないか。


代替性の具体的基準の例


《基準Ａ》業務に関して高度な判断・意思決定を行い、交代による短期的な対応が困難な職員
（全業務共通の基準）


《基準Ｂ》安全保障や危機管理など、業務の性質から他の班との情報等の共有が極度に制限さ
れる業務に従事する班の長等


《基準Ｃ》業務に従事するための要件が法令等で規定されており、組織内で当該要件に該当する
者が少ない職員


・
・
・
・
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アメリカの重要産業におけるワクチン優先接種対象となる従業員（Critical Employee）について


産業 全従業員数 優先接種者数 割合（％） 備考


金融・財政 (Banking & Finance) 6,000,000 1,562,000 26．0


化学(Chemical) 1,825,300 322,618 17．7


商業(Commercial) 19,872,800 84,000 0．4 小売り、宿泊、メディア、不動産


通信(Communications) 1,818,622 796,194 43．8


電気(Electricity) 1,600,000 375,000 23．4


緊急サービス(Emergency Services) 2,257,419 1,997,583 88．5 消防、救急、警察、刑務所・矯正
施設等


食料・農業(Food and Ag) 22,072,000 750,000 3．4


医療・保健(Healthcare) 13,062,000 6,999,725 53．6


情報技術(Information Technology) 8,494,000 2,359,800 27．8


原子力(Nuclear) 175,000 86,000 49．1


石油・ガス(Oil and Gas) 1,444,740 328,600 22．7


郵便・船舶(Postal & Shipping) 1,720,000 467,744 27．2


輸送(Transportation) 3,012,000 198,387 6．6


水・排水(Water and Waste) 1,480,000 608,000 41．1


計 84,833,881 16,935,651 20．0


（出典）”The Prioritization of Critical Infrastructure for a Pandemic Outbreak in the United States Working Group” National Infrastructure 
Advisory Council, January 16,2007
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感染リスクの考え方


感
染
リ
ス
ク


インフルエンザ等医療、救急医療


インフル等患者も診る総合医療
インフル等患者も診る産科医療
インフル等患者も診る透析医療


がん医療、精神医療、交通機関、流通、金融、電気、電気通信、一般生活


高


低


新型インフルエンザ等患者を診ない者は、
どのような職業であれ、一般生活と感染リスクは同じ。


社会機能分科会（第５回）


参考資料３








○ 指定公共機関（法第２条第６号）
独立行政法人等の公共的機関及び医療、医薬品又は医療機器の製造又は販売、電気等の供給、輸送


その他の公益的事業を営む法人で、政令で定めるもの


○ 指定地方公共機関（法第２条第７号）
都道府県の区域において医療、医薬品又は医療機器の製造又は販売、電気等の供給、輸送その他の


公益的事業を営む法人、地方道路会社等の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人のうち、
指定公共機関以外のもので、あらかじめ当該法人の意見を聴いて都道府県知事が指定（※）するもの


○ 義務等
①責務（法第３条第５項、６項）


・新型インフルエンザ等が発生したときは、その業務について対策を実施する責務を有する。
・国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関は、新型インフルエンザ等対策を実施
するに当たり、相互に連携協力し、その的確かつ迅速な実施に万全を期さなければならない。


②業務計画の作成及び国（都道府県）への報告、関係地方公共団体への通知、要旨の公表
（法第９条）


③業務に係る対策の実施に必要な物資・資材の備蓄・整備・点検、施設・設備の整備・点検 （法第10条）


④政府対策本部長による総合調整、指示（指定公共機関のみ）（法第20条第１項、法第33条第１項）


都道府県対策本部長による総合調整、指示（法第24条第１項、法第33条第２項）


※「総合調整」とは、指定（地方）公共機関の新型インフルエンザ等対策に関する業務が、その目的、手
段、手続等の見地から相互に調和して行われるように、助言、要請、勧告等により調整を行うもの。
「指示」とは、方針、基準、手続等を示して一定の行為を実施させるものであり、「総合調整」に基づ
く所要の措置が実施されない場合で特に必要があるときに行う。


⑤国（都道府県）に対し、労務、施設、設備、物資の確保について応援を求めることができる （法第27条）


指定公共機関・指定地方公共機関とは


行政機関だけでは新型インフルエンザ等対
策の的確な実施は困難


指定（地方）公共機関について


指定（地方）公共機関
による協力が必要
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社会機能分科会（第５回）
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① 法２条６号の要件（公共的機関・公益的事業を営む法人）に該当すること。


② 当該法人の行う業務が、指定公共機関が実施する措置として想定されるものとの関連性が保たれていること。


③ 当該法人の業務地域が広域にわたること。
※ 基本的には全国的見地から指定することを想定している指定公共機関の性格を踏まえ、指定地方公共機関との役割分担上、少な
くとも、当該法人の業務の影響が及ぼされる地域が２以上の都道府県にまたがることとする。（北海道、沖縄は別途考慮）


④ 当該法人が民間企業である場合には、その事業の規模が相当の規模と認められること。
※ 同一業種の事業者間での整合が図られるよう、事業規模が同程度の事業者については、当該事業者の意向を尊重しつつも、ばら
つきが生じないよう指定。


⑤ 当該法人が措置を確実に実施することができると認められること。
※ 従業員数、業務用の施設・設備、経営状況等により確実に実施できるかどうか確認する。


2


新型インフルエンザ等対策における指定公共機関の指定基準


（１）通則的な指定基準


通則的な基準は以下のとおりとする。







イ）電気通信事業者の指定の考え方 ：通信及びその優先的取り扱いに対応


① 通信及びその優先的取り扱いを確保できること。


（一定程度の伝送路設備（電気通信回線設備）を自ら設置する固定電話会社及び携帯電話会社）


② 地域ブロックの相当範囲で電気通信役務を提供する事業者であること。


（全国規模で電気通信役務を提供する事業者）


③ 電気通信事業者の中で一定の事業規模を有していること。


（固定電話会社はマイライン登録者数、携帯電話会社は加入者数をおおむね10％程度以上）


ロ）電気事業者の指定の考え方 ：電気の安定供給に対応


① 相当数の需要者に電気を供給する義務を履行する事業者であること。


（通常業務として、供給区域において電気を供給する法的義務を負う一般電気事業者、及び一般電気事業者を


相手方としてその供給電力を補完する電力を供給する法的義務を負う卸電気事業者のうち国が政策的に供給需


要を満たすよう設立した事業者）


ハ）ガス事業者の指定の考え方 ：ガスの安定供給に対応


① ガスを広域の供給区域で相当数の需要家に供給する事業者であること。


② 複数の都道府県でガスを供給する事業者であること。


③ ガス事業者の中で一定の事業規模を有していること。


（需要家数（取り付けガスメーター数）を基準として、家庭用需要家数がおおむね100万個以上）


① 期待される措置が国民保護法等と同一である公益的事業を営む法人は、同じ基準とする。


新型インフルエンザ等対策における指定公共機関の指定基準


○その他公共的機関
特措法において、措置が実施されることが規定されている日本銀行及び日本郵便株式会社
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新型インフルエンザ等対策における指定公共機関の指定基準
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② 期待される措置が国民保護法等と違いがある公益的事業を営む法人は、新型インフルエンザ等対策
の特性を踏まえ、以下のような基準とする。


ロ）旅客自動車運送事業者（バス事業者） ：旅客の適切な運送


※業務地域が広域に渡る高速バスは、乗客が着席しており、感染拡大への配慮の必要性が低いため国の指定


公共機関とはしない。


※路線バス事業者は、乗車率が高く感染拡大への配慮の必要性がある場合に、指定地方公共機関として指定


することを検討。


イ）鉄道事業者 ：旅客及び物資の適切な運送、緊急物資の運送


① 複数の都道府県の住民の相当数を運送する路線を運行すること。


（年間輸送人員がおおむね１億人以上であること）


②食料、医薬品、燃料等の緊急物資の輸送に関して、相当数の貨物を運送できること。


（全国的規模で貨物運送事業を営む事業者であること）


ハ）航空事業者 ：在留邦人の帰国支援


① 相当数の旅客を運送できること。


② 国際路線をジェット航空機で運航している事業者であること。


（ジェット航空機は、旅客を運送する航空機にあっては座席が100席超のもの）


ニ）旅客船事業者（旅客船フェリー事業者） ：旅客の適切な運送


※フェリーにおいては、感染拡大へ配慮するほどの混雑度は認められないため指定しない。







新型インフルエンザ等対策における指定公共機関の指定基準


イ）貨物自動車運送事業者（トラック事業者） ：緊急物資の運送


① 食料、医薬品、燃料等の緊急物資の輸送に関して、相当数の貨物を幹線輸送として運送できること。


② おおむね全国的な規模で事業を営んでいる事業者であること。（複数の地域ブロックに相当数の事業所を有してい


ること）


③ トラック事業者の中で一定の事業規模を有していること。


（広域的な貨物の運送に供することのできるトラックを概ね10000台以上保有）


ロ）内航船舶運航事業者 ：緊急物資の運送


① 食料、医薬品、燃料等の緊急物資の輸送に関して、広域的に運送できること。


② 地域ブロックの相当範囲を運行する事業者であること。


（３以上の都道府県内の港湾に寄港する片道の航路距離が300㎞以上の定期航路を運航している事業者）


③ 内航海運業者の中で一定の事業規模を有していること。


（総トン数が1000トン超の一般貨物を運送するRORO船（長距離フェリーを含む。）又は総トン数が3000トン超の油槽


船並びにそれらに準ずる輸送能力を有するコンテナ船を３隻以上運航している事業者）


ハ）外航海運業事業者 ：緊急物資の運送


① 本邦と海外との間で相当数の食料、医薬品、燃料等の緊急物資を運送できること。


② 外航海運業者の中で一定の事業規模を有していること。（総トン数が2000トン超の国際船舶を３隻以上運航する事


業者）
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○公共的施設の管理者


空港管理者：検疫のための集約先空港（検疫のための協力業務が想定されるため。）


道路管理者、河川管理施設：新型インフルエンザ等発生時に想定される措置がないため、指定しない。


○放送事業者
日本放送協会







イ） 医療関係機関
基準：医療の全国的・安定的な提供に寄与すること。


①独立行政法人国立病院機構、日本赤十字社
②医療関係者による全国的な団体


※指定地方公共機関の考え方：
① 感染症対応に専門的な知見及び施設をもつ感染症指定医療機関（特定、第一種、第二種）
② 相当数の入院病床があり、救命対応が可能な医療機器等が整備されている。
③ 個別の医療機関の他に、全ての医療機関が新型インフルエンザ等の診療に関わる可能性があるという観点か


ら、国民保護法等でも指定されている医療関係者による団体の指定も想定される。
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新型インフルエンザ等対策における指定公共機関の指定基準


③特措法特有の「医療、医薬品又は医療機器の製造又は販売」を行う法人は、以下のような基準とする。
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基準：以下の医薬品、医療機器の全国的・安定的な提供が可能であること。


ロ） 医薬品
①抗インフルエンザウィルス薬


指定対象：抗インフルエンザウイルス薬の製造販売業者を指定することとする。
薬事法に基づく製造販売承認を受け、品質保証、継続供給等の責務を有する製造販売業業者。


②ワクチン
指定対象：新型インフルエンザ発生時において、国の指示の下、新型インフルエンザワクチンを生産し、


日本国内に供給する義務等を有する製造販売業者を指定することとする。


ハ） 医療機器
①注射針、シリンジ


指定対象：注射針、シリンジの製造販売業者を指定することとする。
②その他


ニ） 医薬品・医療機器卸
基準：医薬品・医療機器等の全国的・安定的な配送が可能であること。
指定対象：医薬品卸業者の全国的な団体を指定することとする。


新型インフルエンザ等対策における指定公共機関の指定基準







業種 事業所名 
医療 財団法人献血供給事業団 


社団法人東京都医師会 
社団法人東京都歯科医師会 
社団法人東京都獣医師会 
財団法人東京都保健医療公社 
社団法人東京都薬剤師会 


ガス 昭島ガス株式会社 
青梅ガス株式会社 
大東ガス株式会社 
社団法人東京都エルピーガス協会 
武陽ガス株式会社 


鉄道 首都圏新都市鉄道株式会社 
多摩都市モノレール株式会社 
東京モノレール株式会社 
東京臨海高速鉄道株式会社 
北総鉄道株式会社 
株式会社ゆりかもめ 
東武鉄道株式会社 
東京急行電鉄株式会社 
京成電鉄株式会社 
京王電鉄株式会社 
京浜急行電鉄株式会社 
西武鉄道株式会社 
小田急電鉄株式会社 
東京地下鉄株式会社 


道 路
管理 


東京都道路公社 


道 路
旅
客・貨
物 運
送 


社団法人東京バス協会 
社団法人東京乗用旅客自動車協会 
社団法人東京都個人タクシー協会 
東京都庁輸送事業協同組合 
社団法人東京都トラック協会 


航空 新中央航空株式会社 
東邦航空株式会社 


水運 小笠原海運株式会社 
伊豆諸島開発株式会社 
神新汽船株式会社 
東海汽船株式会社 
伊豆七島海運株式会社 
株式会社共勝丸 
新島物産株式会社 


報道 エフエムインターウェーブ株式会社 
株式会社エフエム東京 
株式会社Ｊ－ＷＡＶＥ 
東京メトロポリタンテレビジョン株式会社 
株式会社東京放送 
株式会社文化放送 
株式会社ニッポン放送 
株式会社アール・エフ・ラジオ日本 
株式会社日経ラジオ社 
日本テレビ放送網株式会社 
株式会社テレビ東京 
株式会社フジテレビジョン 
株式会社テレビ朝日 
株式会社ＴＢＳラジオ＆コミュニケーショ
ンズ 


他制度において指定公共機関に指定されている事業者


業種 事業者名 
医療 日本赤十字社 
電気 沖縄電力株式会社 


関西電力株式会社 
九州電力株式会社 
四国電力株式会社 
中国電力株式会社 
中部電力株式会社 
東京電力株式会社 
東北電力株式会社 
北陸電力株式会社 
北海道電力株式会社 
電源開発株式会社 
日本原子力発電株式会社 


ガス 大阪瓦斯株式会社 
西部瓦斯株式会社 
東京瓦斯株式会社 
東邦瓦斯株式会社 


鉄道 北海道旅客鉄道株式会社 
東日本旅客鉄道株式会社 
東海旅客鉄道株式会社 
西日本旅客鉄道株式会社 
四国旅客鉄道株式会社 
九州旅客鉄道株式会社 
日本貨物鉄道株式会社 
東京地下鉄株式会社 
小田急電鉄株式会社 
近畿日本鉄道株式会社 
京王電鉄株式会社 
京成電鉄株式会社 
京阪電気鉄道株式会社 
京浜急行電鉄株式会社 
相模鉄道株式会社 
西武鉄道株式会社 
東京急行電鉄株式会社 
東武鉄道株式会社 
名古屋鉄道株式会社 
南海電気鉄道株式会社 
西日本鉄道株式会社 
阪急電鉄株式会社 
阪神電気鉄道株式会社 


 


業種 事業者名 
道 路
管理 


東日本高速道路株式会社  
首都高速道路株式会社  
中日本高速道路株式会社  
西日本高速道路株式会社  
阪神高速道路株式会社  
本州四国連絡高速道路株式会社 


道 路
旅
客・貨
物 運
送 


ジェイアール九州バス株式会社 
ジェイアール四国バス株式会社 
ジェイアール東海バス株式会社 
ジェイアールバス関東株式会社 
ジェイアールバス東北株式会社 
ジェイ・アール北海道バス株式会社
中国ジェイアールバス株式会社 
西日本ジェイアールバス株式会社 
小田急バス株式会社 
神奈川中央交通株式会社 
近鉄バス株式会社 
京王電鉄バス株式会社 
京成バス株式会社 
京阪バス株式会社 
京浜急行バス株式会社 
国際興業株式会社 
西武バス株式会社 
東急バス株式会社 
東都観光バス株式会社 
東武バスセントラル株式会社 
南海バス株式会社 
日本交通株式会社 
阪急バス株式会社 
阪神バス株式会社 
三重交通株式会社 
名阪近鉄バス株式会社 
佐川急便株式会社 
西濃運輸株式会社 
日本通運株式会社 
福山通運株式会社 
ヤマト運輸株式会社 


空 港
管理 


新関西国際空港株式会社  
中部国際空港株式会社 
成田国際空港株式会社 


航空 ＡＮＡウイングス株式会社 
株式会社スターフライヤー 
株式会社ジャルエクスプレス 
スカイネットアジア航空株式会社 
スカイマーク株式会社 
全日本空輸株式会社 
日本航空株式会社 
日本トランスオーシャン航空株式会
社 
北海道国際航空株式会社 


 


業種 事業者名 
水運 オーシャントランス株式会社 


株式会社フェリーさんふらわあ 
株式会社名門大洋フェリー 
商船三井フェリー株式会社 
新日本海フェリー株式会社 
太平洋フェリー株式会社 
阪九フェリー株式会社 
マルエーフェリー株式会社 
宮崎カーフェリー株式会社 
井本商運株式会社 
川崎近海汽船株式会社 
近海郵船物流株式会社 
栗林商船株式会社 
琉球海運株式会社 


金融 日本銀行 
報道 日本放送協会 
 朝日放送株式会社 


株式会社ＴＢＳテレビ   
株式会社テレビ朝日 
株式会社テレビ東京 
株式会社フジテレビジョン 
株式会社毎日放送 
関西テレビ放送株式会社 
中京テレビ放送株式会社 
中部日本放送株式会社 
東海テレビ放送株式会社 
名古屋テレビ放送株式会社 
日本テレビ放送網株式会社 
讀賣テレビ放送株式会社 
大阪放送株式会社 
株式会社ティ・ビー・エス・ラジオ・
アンド・コミュニケーションズ 
株式会社日経ラジオ社 
株式会社ニッポン放送 
株式会社文化放送 
東海ラジオ放送株式会社 


通信 日本電信電話株式会社 
東日本電信電話株式会社 
西日本電信電話株式会社 
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーシ
ョンズ株式会社 
ＫＤＤＩ株式会社 
ソフトバンクテレコム株式会社 
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
ソフトバンクモバイル株式会社 


郵便 日本郵便株式会社 


 


青字：国民保護法のみの指定公共機関 赤字：災害対策基本法のみの指定公共機関 黒字：両法共通


※この他、独立行政法人が指定されている。


指定公共機関 指定地方公共機関（東京都）


（平成24年10月1日現在）


8








登録事業者・特定接種対象者の基準の考え方
社会機能分科会（第５回）


資料２


○ 想定する社会情勢は以下のとおりである。


・ 国民の25%が、流行期間（約８週間）にピークを作りながら順次罹患。罹患者は１週間～10日程度欠勤するが、ほと
んどは回復・出勤。


・ ピーク時（約２週間※1）には、従業員の40%程度※2が欠勤。
※1 アメリカ・カナダの行動計画等において、ピーク期間は約２週間と設定されている。


ピークの時期・期間は地域によっても異なる。
アメリカ：National Strategy for pandemic influenza（Homeland Security Council，May 2006）


カナダ：The Canadian Pandemic Influenza Plan for the Health Sector（Public Health Agency of Canada, Dec 2006)


※2 40％のうち、従業員が発症して欠勤する割合は5％程度（2009年に発生した新型インフルエンザ（A/Ｈ1Ｎ1）の
ピーク時に罹患した者は国民の約１％（推定））。従業員自身の罹患による欠勤のほか、家族の看護等（学校・保
育施設等の臨時休業や、一部の福祉サービスの縮小などによる）のため出勤が困難となる者、不安により出勤し
ない者を見込む。


○ このような社会情勢であることを踏まえ、事業者の従業員の罹患等により、一時期、サービス水準
が相当程度低下する可能性を許容すべきことを国民に呼びかける。


○ それでもなお、「医療の提供並びに国民生活及び国民経済の安定を確保するため」、妊婦や子ども
等住民への接種よりも先に接種することが必要とされる者に対して、特定接種を実施する。


登録事業者等を特定するに当たっての前提


1







登録事業者・特定接種対象者の基準の考え方


2


Ⅰ医療分野
Ⅱ国民生活国民経済安定分野


１：指定公共機関型
２：指定同類型
３：その他


登録事業者 特定接種対象者


事業者レベルの
絞り込み


ステップⅠ＜業務基準＞：公益性・公共性の観点から「医療の提供の業務又は国民生活及び国民経済の安
定に寄与する業務」を行う事業者に該当する業務を選定


ステップⅡ＜事業者基準＞：ステップⅠで選定した業務を行う事業者について、特措法第４条第３項の義務
（事業継続義務）を果たし得るか等について検討


ステップⅢ＜従事者基準＞：ステップⅡで絞り込んだ事業者の当該業務に「従事する者」の選定基準から従
事者を絞り込む


ステップⅠ：
公益性・公共性から検討した


業務基準


ステップⅡ：
事業継続義務を果たしうるかの


事業者基準


ステップⅢ：
従事者基準


従事者レベルの
絞り込み


登録の業務


業務の
絞り込み


選定基準に該当するかの判断手順


特定接種が住民接種に先んじて実施されるものであることを踏まえれば、その対象者は、国民が十分
理解可能な公益性・公共性の観点から明確かつ限定的に選定される必要がある。このため、行動計画
に定めるべき基準については、以下のような業務基準・事業者基準及び従事者基準とすることが必要
ではないか。







前回までの議論を踏まえた登録事業者の類型整理
Ⅰ 医療分野


１ 新型インフルエンザ等医療型： 新型インフルエンザ等医療に従事する医療機関・薬局


２ 生命保護型
（１）重大・緊急医療系 ： 新型インフルエンザ等医療には従事しないが、生命健康に重


大・緊急の影響がある医療に従事する医療機関


（２）介護・福祉系 ：サービスの停止等が利用者の生命維持に重大かつ緊急の影響が
ある介護・福祉事業所


Ⅱ 国民生活・国民経済安定分野


１ 指定型 ： 指定（地方）公共機関に指定されている事業者


ア）地域独占タイプ


イ）地域非独占タイプ


２ 指定同類型


（１）業務同類系 ： 指定（地方）公共機関と同じ公益的事業を行う、指定されていない事業者


ア）地域独占タイプ


イ）地域非独占タイプ


（２）社会インフラ系 ：電気・ガスのように、国民生活・国民経済のインフラ事業であるが、行政関与の
程度がそれほど強くないことから指定されない事業者等


ア）地域独占タイプ


イ）地域非独占タイプ


３ その他＜Ｐ＞ 3







登録事業者・特定接種対象者の選定基準


ステップⅠ 業務基準（案）


「医療の提供の業務又は国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者」に該当
する「業務」の基準としては以下のとおりでよいか。


新型インフルエンザ等医療


（１）重大・緊急医療系


新型インフルエンザ等医療には従事しないが、生命・健康に重大・緊急の影響がある医療


（２）介護・福祉系


第３回社会機能分科会資料４-１Ｐ６のステップⅠ積極基準（案）「Ⅲその他」の「緊急の生命保護に直接か
かわるもの」として、サービスの停止等が利用者の生命維持に重大かつ緊急の影響がある介護・福祉事業が
該当するものと考えてよいか。


２．生命保護型


１．新型インフルエンザ等医療分野


「医療の提供の業務に従事する者」に該当する「業種」の基準としては以下のとおりでよいか。
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Ⅰ 医療分野







指定（地方）公共機関に指定されている法人が行う特措法が想定する措置のための業務


指定（地方）公共機関が担うべき特措法が想定する措置に該当する業務は、登録事業者に必要な公益・公
共性を満たす核心的業務と考えられるため。


（１）業務同類系


指定（地方）公共機関と同種の公益的事業を営みながらも事業規模の観点から指定されない公益的事
業法人が行う特措法が想定する指定公共機関の措置のための業務


新型インフルエンザ等対策の効果を一層強固なものとするためには、指定（地方）公共機関に準じて特
措法が想定する措置に該当する業務を行わせることが重要であり、登録事業者に該当するものと考えられるた
め。


（２）社会インフラ系


第３回社会機能分科会資料４‐１Ｐ６のステップⅠ積極基準（案）「Ⅲその他」に掲げていた以下の要件を
同時に満たすものは、指定同類型とみなしてよいのではないか。


・電気やガスと類似した国民生活及び国民経済全体に関わる基盤事業と評価できるもの
・発生時においてもその事業の安定的に継続する責務を負わせることが必要にしてやむを得ないもの


⇒ 石油元売事業者、資金・証券決済システム事業者を対象と考えてよいか。


２．指定同類型


１．指定型


「国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務」に該当する「業務」の基準としては以下のとおりでよいか。
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※ その他（Ｐ）⇒Ｐ１９、２０


Ⅱ 国民生活・国民経済安定分野







ステップⅡ 事業者基準（案）


事業規模


○ 「Ⅱ国民生活・国民経済安定分野」のうち、「２ 指定同類型」に該当する業務を行う事業者につい
ては、従業員数（※）が50人以上の事業者であること。


※ 産業医の考え方


○ ただし、住民が生活する上で不可欠な財を、地域独占的に供給する事業者（住民にとって代替性
がない財を供給する事業者）については、事業規模は問わない。


「国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者」（「Ⅱ国民生活・国民経済安定分野」）は、当該「業務
を継続的に実施するよう努め」る義務（第４条第３項）を負うことから、新型インフルエンザ等発生時から終息ま
での間、当該業務に応じて従事者数などの客観的側面から見て継続し得る体制・計画が整っていなければな
らない。このため、事業者基準は以下のような基準でよいか。


※ 指定（地方）公共機関は、特措法上、業務継続の義務（第３条第５項）があるため、当然、そのための体制等が
整っている事業者が指定されるため、以下の基準は適用しない。


＜事業者基準①＞


「Ⅰ 医療分野」は、国民の生命・健康に直接重大な影響を及ぼすものであるため、以下の事業者基準①（事業
規模）、②（代替性が低い）は設けないこととしてはどうか。


ただし、事業者基準③（接種体制）は適用することとしてはどうか。


「Ⅱ 国民生活・国民経済安定分野」は、以下の事業者基準①、②、③のいずれも同時に満たすことでよいか。
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Ⅰ 医療分野


Ⅱ 国民生活・国民経済安定分野







特定接種は、「緊急の必要」があるときに実施するものであり、同種事業を提供し得る事業者が多数存在し、


まん延時にもある程度の事業を継続していることが想定されるような場合は特定接種の必要はなく、すなわち同


種事業を提供する事業者が広域にわたって相当期間、同時に存在しなくなる場合でなければ、当該事業を営む


事業者は登録事業者になり得ないのではないか。このため、事業者基準は以下のような基準でよいか。


＜事業者基準②＞


代替性が低いこと


○ 「Ⅱ国民生活・国民経済安定分野」のうち、「２指定同類型」に該当する業務を行う事業者につい
ては、当該事業者が業務継続できなくなることにより、新型インフルエンザ等発生時から終息までの
間、同種事業を提供する事業者が広域にわたって相当期間、同時に存在しなくなる場合があり得る
と考えられる事業者であること。


＜事業者基準③＞


特定接種を迅速に進め、住民接種をできる限り早く実施するため、事業者自らが社内診療所等により接種


体制を整えることができない場合は登録事業者にはなり得ないのではないか。このため、事業者基準は以下


のような基準でよいか。


接種体制を整えることができること


○ 「Ⅱ  国民生活・国民経済安定分野」のうち、「２ 指定同類型」に該当する業務を行う事業者につ
いては、事業者自らが社内診療所等により接種体制を整えることができる事業者であること。
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ステップⅢ 従事者基準（案）


「医療の提供の業務並びに国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務に従事する者」の「従事す
る者」の基準は以下のとおりでよいか。


（１） 「新型インフルエンザ等医療型」


⇒ 需要が増加すると想定される新型インフルエンザ等の医療の提供については、その医療の提供
の業務に従事する者（医師、看護師、薬剤師、窓口事務職員など）。


（２） 「重大・緊急医療系」


⇒ 新型インフルエンザ等の医療の提供に関与しないが重大・緊急の生命保護に従事する有資格者。


（３） 「介護・福祉系」


⇒ サービスの停止等が生命維持に重大かつ緊急の影響がある利用者にサービスを提供するのに必
要な者という観点から考えてはどうか。
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Ⅰ 医療分野







「国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務に従事する者」の「従事する者」の基準は以下の通りでよいか。


１． 登録の基となる業務に直接従事する者であること。


「直接従事する者」の考え方は以下のとおりでどうか。


（１）現場型 ： 登録の基となる業務の現場業務であって、


① 現場業務に関して中枢的な判断・意思決定（現場指令機能）を行う職員（発電所（原子力）中央制御室等）


② 現場業務であって、


・ 地域独占タイプについては、当該業務に従事する職員
・ 地域非独占タイプについては、新型インフルエンザ等発生時から終息までの間、通常よりも業


務量が増加する業務に従事する職員


（２）意思決定者 ： 登録の基となる業務に関して高度な判断・意思決定を行う職員は必要ないか。


（３） 登録事業者の登録の基となる業務を受託している外部事業者の職員（登録事業者に常駐して当該業
務を行う等不可分一体となっている場合に限る。）


２． 登録する従事者数は常勤換算とすること。


週１日しか勤務しない者が５人いる場合と週５日勤務する者が１人いる場合の均衡を考えると、登録する従
事者数は、常勤換算すべきではないか。


３． 代替性が低いこと。


特定接種は、国民に優先して接種するものであり、その範囲は本来限定すべきものである。このため、上
記１の「業務の基となる業務に直接従事する者」について、当該業務に従事するため必要な知見・技能が高
度なものではなく、経験者なども相当数存在するなどの事情により、従事者の代替性が高い場合には、緊急
性が認められないのではないか。
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Ⅱ 国民生活・国民経済安定分野







４． 目安を設けるべきか


○ 従業員の代替性については、各個社ごとに精密に整理して、正確な人数を出すことは難しいことも想定さ
れる。このため、ワクチンが有効でない場合、６割の従業員で事業運営せざるを得ない場合もあり得ること
を踏まえ、代替性については６割とすることも考えられるのではないか。


○ また、同じ業種でも登録の基となる業務に直接従事する者の考え方が異なるおそれもあり、業種ごとに
全従業員に対する登録従業員の上限値を定めることも考えられるのではないか。


以下のいずれかの数のうち、少ない方を登録事業者の接種対象者数としてはどうか。


○ 「登録の基となる業務に直接従事する者」（前ページの考え方） ×６割 （前ページの考え方）


○ 登録事業者の全従業員 × ○％（※）


※ アメリカの例も踏まえ、業種別ごとに決定。
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フロー図
ステップⅠ：


公益・公益性要件から検討した
業務基準


ステップⅡ：
登録事業者として必要な特性


事業者基準


ステップⅢ：
従事者基準


Ⅰ 医療型


Ⅱ 国民生活・国民経済安定型


新型インフルエンザ等医療を行うこと。
⇒ 新型インフルエンザ等医療型


重大・緊急の医療を行うこと。
⇒ 重大・緊急医療系


サービスの停止等が利用者の生命維
持に重大かつ緊急の影響がある介
護・福祉事業 ⇒ 介護・福祉系


「医療の提供の業務
に従事する者」


など


指定型・同類系以外のインフラ事業で
あるが、行政関与の強くない事業を営
むこと。 ⇒ 社会インフラ系


指定（地方）公共機関に指定される
こと。 ⇒ 指定型


指定（地方）公共機関と同種の公益的
事業を営むこと。
⇒ 業務同類系


その他＜Ｐ＞


地域独占タイプ
（・事業者基準①はなし）
（・事業者基準②はなし）
・事業者基準③(接種体制)


地域非独占タイプ
・事業者基準①
（事業規模）


・事業者基準②
（代替性が低いこと）


・事業者基準③(接種体制)


「登録の基となる業務
に直接従事する者」


×６割


など


11


（・事業者基準①はなし）
（・事業者基準②はなし）
・事業者基準③(接種体制)







まとめのイメージ（素案）


業種 登録業務概要


全従業員
に占める登
録業務に


従事する者
の割合


（Ａ）


そのうち
代替不可
能な従業
員の割合


（Ｂ）


割合
（Ａ×Ｂ）


（参考）
米国の


例


Ⅰ-1 「新型インフルエンザ等医療型」


新型インフルエンザ
等医療に従事する
医療機関・薬局


§47：医療の確保に係る業務


〔具体的内容〕
新型インフルエンザ等の医療の全国的・安定的提供
重大かつ緊急の生命保護に関する医療の全国的・安定的提供


●％ ●％ ●％


（内科医・外
科医・看護
師・准看護


師）


100%


Ⅰ-2(1) 生命保護型 「重大・緊急医療系」


生命健康に重大
かつ緊急の影響
がある医療に従
事する医療機関


§47：医療の確保に係る業務


〔具体的内容〕
重大・緊急の生命保護に関する医療の提供


●％ ●％ ●％


（内科医・外
科医・看護
師・准看護


師）


100%


Ⅰ-2(2) 生命保護型 「介護・福祉系」


介護・福祉事業
者


サービスの停止等が利用者の生命維持に重大かつ緊急の影響がある
事業
〔具体的内容〕


●％ ●％ ●％


Ⅰ 医療分野
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業種 登録業務概要


全従業員
に占める登
録業務に


従事する者
の割合


（Ａ）


そのうち
代替不可
能な従業
員の割合


（Ｂ）


割合
（Ａ×Ｂ）


（参考）
米国の


例


Ⅱ-1 指定型 & Ⅱ-2(1) 指定同類型業務同類系 「(ア）地域独占タイプ」


電気通信事業者
【指定型】
※


§53②：通信及の確保・新型インフル等対策通信優先取扱に係る業務


〔具体的内容〕
下記の業務に直接従事する者
1.新型インフルエンザ対策本部運営業務
2.通信ネットワーク・通信設備の監視・運用・保守
3.お客様対応業務（携帯電話故障受付、通話停止解除、各種問い合わ


せ等）
4. 社内ＯＡ基盤（社内システム）の 監視・運用・保守
5.各種支払業務


●％


<ヒアリング>


（22.9%）


●％


<ヒアリング>


（100%）


●％


<ヒアリング>


（22.9%）


43.8%


電気通信事業
者
【業務同類系】
※


●％


<ヒアリング>


（22.9%）


●％


<ヒアリング>


（100%）


●％


<ヒアリング>


（22.9%）


43.8%


電気事業者
【指定型】
※


§52①：電気の安定的・適切な供給に係る業務


〔具体的内容〕


下記の業務に直接従事する者
1.発電所、電力流通に関係する業務
・発電所の運転・監視、保修・点検業務、故障・障害対応業務、燃料受
入業務


・変電所の運転・監視、保修・点検業務、故障・障害対応業務、燃料受
入業務


・送配電線の保修・点検業務、故障・障害対応業務
・電力系統の運用業務、故障・障害対応業務
・通信システムの維持・監視保修・点検業務、故障・障害対応業務


2.緊急時対応業務
・非常災害対応業務、設備故障・停電対応業務
・社会機能維持に関わるお客様への対応業務


●％


<ヒアリング>


（不明）


●％


<ヒアリング>


（不明）


●％


<ヒアリング>


（不明）


23.4%
（原子力）


49.1%


電気事業者
【業務同類系】
※


●％


<ヒアリング>


（不明）


●％


<ヒアリング>


（不明）


●％


<ヒアリング>


（不明）


23.4%
（原子力）


49.1%


Ⅱ 国民生活・国民経済安定分野


※・・第４回社会機能に関する分科会におけるヒアリング実施業種：登録業務概要、従業員割合はヒアリング内容を転記
（電気通信事業者：KDDI（株）、（社）電気通信事業者協会 電気事業者：電気事業連合会）
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業種 登録業務概要


全従業員に占
める登録業務
に従事する者


の割合


（Ａ）


そのうち代
替不可能な
従業員の


割合
（Ｂ）


割合
（Ａ×Ｂ）


（参考）
米国の


例


Ⅱ-1 指定型 & Ⅱ-2(1)指定同類型業務同類系 「(ア）地域独占タイプ」


ガス事業者
【指定型】 §52①：ガスの安定的・適切な供給に係る業務


〔具体的内容〕


●％ ●% ●％ 22.7%


ガス事業者
【業務同類系】


●％ ●% ●％ 22.7%


鉄道事業者
【指定型】
※


§53①：旅客及び物資の適切な運送、水、食料、医薬品、燃料等
の緊急物資の運送に係る業務


〔具体的業務〕
1.乗務員の業務 【約２０％】


・列車の操縦（運転士）


・ドア扱い、列車の安全確保（車掌）


2.駅の運転取扱い・指令業務 【約２０％】


・駅の運転取扱い：列車の運行管理、信号扱い等


・指令：指令室における列車の運行管理


3.定期的な車両・設備検査【3.と4の合計 約２０％】
・車両検査：「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」に
基づいた定期的な車両検査


・設備検査：レール、構造物等の検査


4. 車両・設備故障等の異常時対応
・メンテナンス：信号機故障、ポイント故障等、不測の事態が 発生


した際の復旧作業


●％


<ヒアリング>


（約60%）


●％


＜<アリング>


（7～9割）


●％


<ヒアリング>


（約 42～
54 %）


（貨物）


27.5%
（公共交通）


1.2%


鉄道事業者
【業務同類系】
※


●％


<ヒアリング>


（約60%）


●％


＜<アリング>


（7～9割）


●％


<ヒアリング>


（約 42～
54 %）


（貨物）


27.5%
（公共交通）


1.2%


14※・・第４回社会機能に関する分科会におけるヒアリング実施業種：登録業務概要、従業員割合はヒアリング内容を転記
（鉄道事業者：東日本旅客鉄道（株）、（一社）日本物流団体連合会）







業種 登録業務概要


全従業員
に占める登
録業務に


従事する者
の割合


（Ａ）


そのうち
代替不可
能な従業
員の割合


（Ｂ）


割合
（Ａ×Ｂ）


（参考）
米国の


例


Ⅱ-1 指定型 & Ⅱ-2(1) 指定同類型業務同類系 「(ア）地域独占タイプ」


空港管理者
【指定型】


検疫のための集約先空港における検疫のための協力業務
〔具体的内容〕 ●％ ●％ ●％


日本銀行
【指定型】


§61；日銀券の発行、通貨・金融の調節、資金決済の円滑確保に係
る業務
〔具体的内容〕


●％ ●％ ●％
（金融）


25.4%
の内数


郵便事業者
【指定型】


§53③；郵便及び信書便を確保する業務


〔具体的内容〕 ●％ ●％ ●％
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業種 登録業務概要


全従業員
に占める登
録業務に


従事する者
の割合


（Ａ）


そのうち
代替不可
能な従業
員の割合


（Ｂ）


割合
（Ａ×Ｂ）


（参考）
米国の


例


Ⅱ-1 指定型 & Ⅱ-2(1)指定同類型業務同類系 「(イ）地域非独占タイプ」


医薬品関連業者
【指定型】 §47；抗インフル薬、ワクチン等の全国的・安定的な提供に係る業務


〔具体的内容〕


●％ ●％ ●％


医薬品関連業
者
【業務同類系】


●％ ●％ ●％


医療機器関連業
者【指定型】 §47；人工呼吸器、注射針等の全国的・安定的な提供に係る業務


〔具体的内容〕


●％ ●％ ●％


医療機器関連
業 者 【 業 務 同
類系】


●％ ●％ ●％


旅客自動車運送
事業者（バス事業
者）【指定型】 §53①：旅客の適切な運送、食料、医薬品、燃料等の緊急物資の運送


に係る業務
〔具体的内容〕


●％ ●％ ●％
（公共交通）


1.2%
旅客自動車運
送事業者（バス
事業者）
【業務同類系】


●％ ●％ ●％
（公共交通）


1.2%


貨物自動車運送
事業者（トラック）
【指定型】


§54①：緊急物資の運送に係る業務


食料、医薬品、燃料等の緊急物資の運送に係る業務


〔具体的内容〕


緊急度の高い輸送確保


・集荷・配達、ターミナルにおける仕分け、ターミナル間運送、コールセン
ター業務、運行管理


●％


<ヒアリング>


（不明）


●％


<ヒアリング>


（70%）


●％


<ヒアリング>


（不明）


（陸送）


3.1%


貨物自動車運
送 事 業 者 （ ト
ラック）
【業務同類系】


●％


<ヒアリング>


（不明）


●％


<ヒアリング>


（70%）


●％


<ヒアリング>


（不明）


（陸送）


3.1%
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業種 登録業務概要


全従業員
に占める登
録業務に


従事する者
の割合


（Ａ）


そのうち
代替不可
能な従業
員の割合


（Ｂ）


割合
（Ａ×Ｂ）


（参考）
米国の


例


Ⅱ-1 指定型 & Ⅱ-2(1)指定同類型業務同類系 「(イ）地域非独占タイプ」


航空事業者
【指定型】


行動計画：検疫のための集約先空港における検疫のための協力業務
〔具体的内容〕


●％ ●％ ●％ 5.6%


航空事業者
【業務同類系】


●％ ●％ ●％ 5.6%


内航・外航海運事業
者
【指定型】 §54①：食料、医薬品、燃料等の緊急物資の運送に係る業務


〔具体的内容〕


●％ ●％ ●％
（海運）


29.2%
内 航 ・ 外 航 海 運
事業者
【業務同類系】


●％ ●％ ●％
（海運）


29.2%
放送事業者（日本放
送協会）
【指定型】 国民への情報提供に係る業務


〔具体的業務〕


●％ ●％ ●％


民間放送事業者
【業務同類系】 ●％ ●％ ●％
新聞事業者
【業務同類系】 ●％ ●％ ●％
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業種 登録業務概要


全従業員
に占める登
録業務に


従事する者
の割合


（Ａ）


そのうち
代替不可
能な従業
員の割合


（Ｂ）


割合
（Ａ×Ｂ）


（参考）
米国の


例


Ⅱ-2(2) 指定同類型 社会インフラ系 「（ア）地域独占タイプ」


石油元売事業者


石油燃料の安定的供給に係る業務


〔具体的内容〕
（例えば、石油元売り事業者が行う石油精製、需要者への運送などに直
接従事する者）


●％ ●％ ●％


熱供給事業者


社会施設への安定的供給に係る業務


〔具体的内容〕
（例えば、ボイラー等による社会施設への熱供給に従事する者）


●％ ●％ ●％


資金・証券決済
システム事業者


金融業務のための基幹業務
〔具体的内容〕
（例えば、資金・証券決済インフラ事業者）


●％ ●％ ●％
（金融）


25.4%
の内数


Ⅱ-2(2) 指定同類型 社会インフラ系 「（イ）地域非独占タイプ」


（該当なし）
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業種 事業概要


全従業員
に占める登
録業務に


従事する者
の割合


（Ａ）


そのうち
代替不可
能な従業
員の割合


（Ｂ）


割合
（Ａ×Ｂ）


（参考）
米国の


例


Ⅲ その他＜Ｐ＞ 以下のような業種をどう考えるか。


金融事業者（中
央銀行以外の銀
行業）
※


〔具体的内容〕


下記の業務に直接従事する者
1. 低限の国民生活の維持に直接的に必要な金融機能
（１）現金の供給 預金支払、ＡＴＭ・ＣＤ（現金支払）


（２）資金の決済 手形交換、内国為替送金、口座振替、外国為替送金、


市場決済、外為円決済
（３）資金の融通 融資（円貨・外貨）
（４）証券の決済 証券決済


2.上記(1）～（4）の遂行に必要な密接不可分な金融機能
（５）金融事業者間取引 資金繰り（円貨・外貨）、ポジション調整
（６）その他管理業務等 システム運用


法令上継続が不可欠な業務、内部管理業務等


※ 中央銀行は指定公共機関となっているが、中央銀行との関係をどう
考えるか。
※ 代替性等の観点から支店の業務をどう考えるか。


●％
<ヒアリング>


（約83%）


●％
<ヒアリング>


（不明）


●％
<ヒアリング>


（不明）


（金融）


25.4%
の内数


情報システム関
連事業者


〔具体的内容〕
※ 他の登録事業者の本来業務の一部を受託している外部事業者とし
て含まれるのではないか。


●％ ●％ ●％


石油事業者
〔具体的内容〕 ●％ ●％ ●％
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※・・第４回社会機能に関する分科会におけるヒアリング実施業種：登録業務概要、従業員割合はヒアリング内容を転記


（金融事業者（中央銀行以外の銀行業）：（一社）全国銀行協会、日本銀行）







業種 登録業務概要


全従業員
に占める登
録業務に


従事する者
の割合


（Ａ）


そのうち
代替不可
能な従業
員の割合


（Ｂ）


割合
（Ａ×Ｂ）


（参考）
米国の


例


Ⅲ その他＜Ｐ＞ 以下のような業種をどう考えるか。


食料品・生活必
需品製造事業者


〔具体的内容〕 ●％ ●％ ●％ 3.4%


食料品・生活必
需品販売・流通
事業者
※


〔具体的内容〕


下記の業務に直接従事する者
１．食料品関連の販売
・発生時には買占めが起こり、商品により通常の数十倍の需要が起き、その対応


として売場体制や商品の確保が必要。
・感染防止策に加え、パニックへの対応も並行して実施。
・外出不可能な方および買物弱者への宅配の要望増大。
２．肌着を含む生活必需品の販売
・一般衣料と肌着との売場括りおよび移設が必要。
・フロアの限定や対象商品の区画等が必須。／・対象商品の商品確保。
３．医薬品の販売
・薬剤師の確保と販売体制。
・需要が増大する、インフルエンザ関連やサプリメント類の商品確保。
４．商品の受発注と物流
・店舗および本部での受発注業務の継続と人員確保。
・ベンダーおよびメーカー等サプライヤーの受発注への対応。
・商品を運搬を担う、物流業者、トラックの運転手の確保。
５．代金決済業務
・代金決済に関わるシステムの稼動と人員確保。
・お客様とのレジ精算業務の人員確保。


※社会的弱者に対する食料品の配送も行う可能性がある。


●％
<ヒアリング>


（6～7割）


●％
<ヒアリング>


（70％）


●％
＜ヒアリング>


（42～
49％）


0.4%


倉庫事業者 〔具体的内容〕 ●％ ●％ ●％


廃棄物処理業者 〔具体的内容〕 ●％ ●％ ●％
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※・・第４回社会機能に関する分科会におけるヒアリング実施業種：登録業務概要、従業員割合はヒアリング内容を転記


（食料品・生活必需品販売・流通事業者：（株）セブン＆アイホールディングス、日本チェーンストア協会）







その他の論点


○ 登録申請に当たって、事実と異なる申請を行った事業者に対する措置として、どのような措置が必要か。


例えば、事実と異なる申請を行った事業者名を公表することが考えられるか。


※ 事業者から登録申請がなされた際、行政において申請内容の確認等のため、関係事業者に対し必要なデータの
提出を求めた場合、当該データ等の提出がなされない場合には登録自体ができない。


登録申請に当たっての問題


登録事業者として登録した事業者は、当該「業務を継続的に実施するよう努め」る義務（第４条第３項）
を負うこと、妊婦や子ども等住民への接種よりも先に接種することから、いわゆる「打ち逃げ」を防止す
る必要がある。このためには、どのような措置が必要か。


○ 例えば、以下のような措置が考えられるか。


（１）登録事業者として登録した事業者については、その事業者名を公表する。


（２）新型インフルエンザ等発生時に、登録事業者にワクチンを接種した場合には、以下の事項を届出又は公表する。


・ 接種した事業者名


・ 事業者ごとの接種人数、接種した個人名


・ 事業者ごとの接種人数のうち、実際に勤務した人数


登録事業者の責務の担保措置について
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指定（地方）公共機関に指定されていること。


指定（地方）公共機関は登録事業者に必要な公益性を満たす核心的存在であり、登録事業者に該当するものと考え
られるのではないか。


指定（地方）公共機関と同種の公益的事業を営みながらも事業規模の観点から指定されない公益的事業法人で
あること。新型インフルエンザ等対策の効果を一層強固なものとするためには、指定（地方）公共機関に準じて当該
事業を継続させることが重要であり、登録事業者に該当するものと考えられるのではないか。


※Ⅰ、Ⅱの本来業務の一部を受託している外部事業者（Ⅰ、Ⅱに常駐して当該業務を行う等不可分一体となっている場合に
限る。）についても、登録事業者に該当すると考えられるのではないか。


○緊急の生命保護に直接かかわるもの
○以下の要件を全て満たすもの


・電気やガスと類似した国民生活及び国民経済全体に関わる基盤事業と評価できるもの
・発生時においてもその事業の安定的に継続する責務を負わせることが必要にしてやむを得ないもの
・その事業を提供できる者の数が全国的に非常に限られているもの（代替性なし）


Ⅰ、Ⅱ以外に新型インフルエンザ等対策の実施に密接に関連する高い公益性を有する事業者がありうるか。例
えば以下の要件を満たす事業者については、極めて例外的な扱いながら登録事業者に該当する場合があり得
るか。


Ⅰ：指定公共機関型


Ⅱ：指定同類型


Ⅲ：その他


登録事業者及び従事者の範囲を定めるための選定基準


ステップⅠ 積極基準（案）


新型インフルエンザ等発生時に必要な対策の実施に責任を有すると認められること。


（参考）第３回分科会資料
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①通常の６割の人員で 低限の国民生活・国民経済の維持が可能（国民の許容の範囲内）
であること


現行行動計画で重度の場合の想定である６割の人員で 低限の国民の需要を満たすこと
ができる事業者等については対象外と考えられる。


②事業を継続する能力が不足していること


登録事業者は、当該「業務を継続的に実施するよう努め」る努力義務（第４条第３項）を負う
ことから、新型インフルエンザ等発生時から終息までの間、当該業務に応じて従事者数など
の客観的側面から見て継続し得る体制・計画が整っていなければならないのではないか。


③代替性が高いこと


特定接種は、「緊急の必要」があるときに住民接種に先んじて実施するものであるから、同
種事業を提供し得る事業者の数が多数存在し、まん延時にもその相応部分がある程度の事
業を継続していることが想定されるような場合、すなわち広域にわたって同種事業を提供する
事業者が相当期間ほぼ存在しなくなり、国民側の備蓄などの努力によっては代替しえないよ
うな場合でなければ、当該事業を営む事業者は登録事業者にはなり得ないのではないか。


④接種体制を整えることができないこと


特定接種を迅速に進め、住民接種をできる限り早く実施するため、事業者自らが社内診療
所等により接種体制を整えることができない場合は登録事業者にはなり得ないのではないか。


ステップⅡ 消極基準（案）
（参考）第３回分科会資料
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住民接種に先んじて実施することを踏まえれば、特定接種の要件Ⅳ（対象者）の範囲は、登録
事業者の中でも、相当程度限定的に絞りこまれることが必要である。


このため、登録事業者（案）に対し、以下のような従事者基準を課すことが必要ではないか。


ステップⅢ 従事者基準（案）


（１）積極基準～登録の基となる業務に直接従事すること
登録の基となる業務に直接従事する者に限定され、これに間接的に関連する業務（総務部門


等）に従事する者は含まれない。


（２）消極基準～代替性が高いこと


当該業務に従事するため必要な知見・技能が高度なものではなく、経験者なども相当数存在す
るなどの事情により、従事者の代替性が高い場合には、要件Ⅱ（緊急性）が認められないのでは
ないか。


（３）その他に消極基準がありうるか。


（参考）第３回分科会資料
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